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【教育公務員特例法 第23条】

公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂

行に必要な事項に関する実践的な研修（以下「初任者研修」という。）を実施しなければならない。

（以下、２ 指導教員の任命、３ 指導教員の職務）

◎研修の期間及び目的

教育公務員特例法第23条の規定に基づき、本研修の実施期間を採用の日から１年間とし、実践的指導力と

使命感を養うとともに、本県の教育施策の重点等について理解を深めさせることを目的とする。

「令和７年度秋田県公立小・中学校及び義務教育学校初任者研修実施要項」

１ 本資料配布のねらい

初任者研修の概要の理解、質の高い研修の実施及び計画書、報告書、勤務状況整理簿等の初任者研修に係る

諸帳簿の円滑な作成に資する。

２ 関連資料

・｢令和７年度秋田県公立小・中学校秋田県公立義務教育学校初任者研修実施の手引｣

(秋田県教育委員会)

・｢令和７年度秋田県公立小・中学校秋田県公立義務教育学校初任者研修に関するＱ＆Ａ｣

(秋田県教育委員会)

※「令和７年度秋田県公立小・中学校秋田県公立義務教育学校初任者研修実施の手引」を「実施の手引」と示す。

※「令和７年度秋田県公立小・中学校秋田県公立義務教育学校初任者研修に関するＱ＆Ａ」を「Ｑ＆Ａ」と示す。

・｢秋田県教職員研修体系」及び「秋田県教職キャリア指標｣(秋田県教育委員会)

・｢実践的指導力習得期における研修の手引（令和７年度初任者用）｣(秋田県総合教育センター)

※以上の資料は、秋田県公式サイト（美の国あきたネット）からダウンロードすること。

３ 令和７年度初任者研修実施のための参考資料の内容一覧

参考資料名 「実施の手引」関連箇所ページ

資料① 初任者研修等の概要 １ ・ｐ１～13（実施要項）

資料② 令和７年度初任者研修 ２ ・ｐ14～20（年間研修計画及び年間指

校外研修・連絡協議会等一覧 (予定) 導計画）

資料③ 令和７年度初任者研修 ３ ・ｐ21～23（市町村教育委員会研修）

校外研修内容等一覧（予定）

資料④-１ 令和７年度初任者研修 校内全体計画書 ４～７ ・ｐ24～36（各計画書及び勤務状況整

（小学校メンター方式：記入例） 理簿等）

資料④-２ 令和７年度初任者研修 校内全体計画書 ８～11

（中学校メンター方式：記入例）

資料⑤ 令和７年度初任者研修 12

校内年間指導計画書作成上の留意点

【メンター方式】

資料⑥ 令和７年度初任者研修における関係書類の提出 13 ・ｐ37（初任者研修における関係書類

について の提出について）

資料⑦ 統括指導教員勤務状況整理簿作成に当たっての 14 ・ｐ33～36（統括指導教員勤務状況整

留意事項 理簿について）

補足資料 初任者研修におけるＯＪＴを活用した校内研修 15、16 ・ｐ２（全体計画及び年間指導計画）

について

参考資料 17、18令和７年度秋田県公立小・中学校及び義務教育

学校実践的指導力習得研修 実施要項
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初任者研修等の概要

・校内研修120時間程度
・校内研修15時間程度（教職大学院修了者は70時間程度）

（教職大学院修了者は10時間程度）（要件を満たした講師等経験者 は年間90時
＊

※授業研修及び一般研修間程度まで精査可）

・校外研修２日※メンター方式または従来方式で実施
（総合教育センターで実施）する。

・校外研修15日程度

・校内研修15時間程度
※小学校研修教員の総合教育センター

（教職大学院修了者は10時間程度）
の研修は、Ａ、Ｂの２班編制で実施

※一般研修
する。

○初任者には、原則として、学級担任や教科等を担当

させるものとする。ただし、学級担任については学

校事情や初任者の勤務経験等により弾力的な運用も

可とする。［「実施の手引」ｐ１…３(1)］

年間15日程度実施 ※（ ）内は授業日実施初任者研修における校外研修

９日 ○学校教育一般についての基礎理論を中心に研修を行う。総合教育センター研修

（６日）

１日 ○４月上旬実施。義務教育課研修

（０日）

３日 ○学校教育、社会教育、生徒指導、教科等指導、ＡＰ等につい教育事務所研修

（２日） ての内容と実践について研修を行う。

・事務所研修Ⅰ ・事務所研修Ⅱ ・事務所研修ＡＰ研修

１～２日 ○主に地域の教育課題に即した研修、多様な教育的体験や社会市町村教育委員会研修

（０～１日） 的体験を得るための研修を行う。

・フィールドワーク ・社会奉仕体験活動 ・他校種訪問 等

初任者研修における校内研修

①基礎的素養 ②マネジメント能力 ③生徒指導力 ④教科等指導力

＜研修内容＞

(①＋②＋③)：④≒１：１・小学校においては

(①＋②＋③)：④≒１：２・中学校においては

＜研修方法・形態＞

・講話・講義………校長、教頭、指導教員等から「研修内容」について講話・講義を受けること。

・示範指導…………研修教員が指導教員等の授業を参観し、指導を受けること。

・授業研究指導……研修教員自身が授業を行い、指導教員等から指導を受けること。

・一般指導…………指導教員等から作業や実技、実務などについて指導を受けること。

・協議………………「研修内容」について研修教員と指導教員等が協議すること。

初任者研修 実践的指導力習得研修

１
年
目

採用

研修日数：週当たり２日程度、研修時間：週当たり４時間程度

年間120時間程度を確保
（教職大学院修了者は70時間程度を確保）

（要件を満たした講師等経験者については90時間程度まで精査可）

要件を満たした講師等経験者について

は、精査した内容によってはバランスが

このとおりにならないこともあり得る。

（「Ｑ＆Ａ」 p15 Q39参照）

２
年
目

採用

３
年
目

採用

* 秋田県内において直近５年間で36月以上（月

１日以上の任用があった月は１月とする）の講

師（臨時・非常勤）を指し、臨時的に任用され

た実習助手及び寄宿舎指導員の経験がある場合

も含む。（「実施の手引」ｐ２脚注＊１）

資料①
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令和７年度初任者研修 校外研修・連絡協議会等一覧（予定）

総合教育センター 校長等連絡協議会
（年１回）

小学校 義務教育課 教育事務所研修 市町村教育委
研修 員会研修 指導教員研修会中学校

Ａ Ｂ （年２回）

４月 16日（水） 23日 水 上旬 23日（水）（ ）
校長等連絡協議会兼第１回
指導教員研修会

30日 水 【浅舞地区交流センター】（ ）

（ ） （ ）５月 ７日 水 28日 水

６月 18日 水 25日 水 ４日（水）（ ） （ ）
事務所研修Ⅰ
【美郷町公民館
美郷町南ふれあ
い館】

７月 ９日 水 25日（金）（ ）
ＡＰ研修
【保呂羽山少年

29日（火） 31日 木 自然の家】（ ）

（ ） （ ） （ ）８月 ４日 月 ６日 水 ４日 月

（ ）27日 水

（ ） （ ）９月 ３日 水 10日 水

10月 ８日 水 22日 水 １日 水 30日（木）（ ） （ ） （ ）
第２回指導教員研修会
【美郷町公民館、美郷町南
ふれあい館】

11月 ５日 水 19日 水 12日 水 26日（水）（ ） （ ） （ ）
事務所研修Ⅱ
【美郷町公民館
美郷町南ふれあ
い館】

12月

（ ）１月 ８日（木） ８日 木

２月

３月

日数 ９日 １日 ３日 １～２日
（６日） （０日） （２日） （０～１日）(授業日)

〈市町村教育委員会研修 （ 実施の手引」ｐ21～23）〉「
・研修日数は１～２日程度とし、研修日は市町村教育委員会が決定する。
・課業期間中に実施する場合は、できるだけ水曜日に設定する。
・２日実施する場合は、そのうちの１日を長期休業中に設定する。
・原則として土曜日及び休日の研修は避けるものとする。

夏季休業中

冬季休業中

夏季休業中

市
町
村
教
育
委
員
会
が
決
定
す
る
。

夏季休業中

資料②
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令和７年度初任者研修 校外研修内容等一覧（予定）

総合教育センター
教育事務所研修 校内研修（例）

小学校 中学校４月
・学校の教育目標Ⅰ（16日） Ⅰ（23日）

・開講式 ・開講式 ・校内組織の在り方
・教育公務員の服務 ・教育公務員の服務 ・学級組織のつくり方
・学力向上支援Ｗebの活用に ・学力向上支援Ｗebの活用に ・授業の進め方
ついて ついて ・教科等指導の基礎技術①

・学校組織の一員として① ・学校組織の一員として① ・授業における児童生徒理
・授業づくりの基本 ・授業づくりの基本 解
・生き生きとした学級経営 ・生き生きとした学級経営
Ⅱ（Ａ班：４月30日

・年度当初の学級事務の進５月 Ｂ班：５月７日） Ⅱ（28日）
・教科における基本的な指導 ・学習指導要領の要点 め方
技術と授業展開①～③ ・教科指導計画の作成 ・学級集団の指導の進め方
（国語、算数、 ・児童生徒の実態把握
外国語活動・外国語） ・学級活動の進め方

・学習指導案等の書き方６月 Ⅲ（Ａ班：18日 Ｂ班：25日） 事務所研修Ⅰ ４日（ ）
・教科における基本的な指導 ・南の学校教育 ・教材研究の進め方
技術と授業展開④（社会） ・特別支援教育 ・教室環境整備の進め方

・総合的な学習の時間の充実 ・グループ協議 等 ・総合的な学習の時間の進
・命を守る水泳指導 め方

・保護者面談の進め方※県立プール
・通知表の作成７月 Ⅳ（29日） Ⅲ（９日） ＡＰ研修（25日）

・安全教育と応急手当 ・教科における基本的な指導 ・ＡＡＰの理論 ・ＰＴＡの組織と運営
・教員のメンタルヘルス 技術と授業展開①② ・ＡＡＰの体験 等 ・教育相談の進め方
・他者と共によりよく生きる ・ふるさと教育のねらいやⅣ（31日）
力を育てる道徳教育 ・安全教育と応急手当 目指す人間像の理解

・学校における教育相談 ・教員のメンタルヘルス ・教材・教具の作成と活用
・特別な支援を要する児童生 の仕方
徒の理解と支援① ・授業参観と実施①

・他者と共によりよく生きる
力を育てる道徳教育

・教科等指導の基礎技術②８月 Ⅴ（Ａ班：４日 Ｂ班：６日） Ⅴ（４日）
・教科における基本的な指導 ・学校における教育相談 ・学校教育と健康・安全
技術と授業展開⑤～⑦ ・いじめ等の問題行動や不登 ・学校における生徒指導体
（理科、図画工作、家庭） 校の理解 制

・主体的な児童生徒を育てる ・授業参観と実施②
特別活動 ・道徳科の授業の内容と方

法Ⅵ（27日）
・高等学校との関連を踏まえ ・特別活動の指導の要点
た授業づくり

・前期の学級経営の評価９月 Ⅵ（Ａ班：３日 Ｂ班：10日）
・いじめ等の問題行動や不登 ・テストの作成と評価の仕
校の理解 方

・主体的な児童生徒を育てる ・個別の教育支援計画及び
特別活動 個別の指導計画の作成と

・特別な支援を要する児童生 活用
徒の理解と支援①

・教科等指導の基礎技術③10月 Ⅶ（Ａ班：８日 Ｂ班：22日 Ⅶ（１日））
・教科における基本的な指導 ・教科における基本的な指導 ・学校行事の指導の実際
技術と授業展開⑧～⑩ 技術と授業展開③ ・授業参観と実施③
（生活、音楽、体育）

・家庭、地域、関係機関と11月 Ⅷ（Ａ班：５日 Ｂ班：19日 Ⅷ（12日）） 事務所研修Ⅱ（26日）
・特別な支援を要する児童生 ・特別な支援を要する児童生 ・特別活動 の連携
徒の理解と支援② 徒の理解と支援② ・教科別研修 等 ・問題行動に関する事例研

・授業で育むプログラミング ・総合的な学習の時間の充実 究
的思考 ・いじめや不登校への具体的 ・教科等指導の基礎技術④

・いじめや不登校への具体的 な対応
な対応

・生徒指導の反省と評価12月

・地域に根ざしたキャリア１月 Ⅸ（８日） Ⅸ（８日）
・授業で取り組む情報教育 ・授業で取り組む情報教育 教育の基本的な理解と実
・キャリア教育の充実 ・キャリア教育の充実 践

織の一員として②・学校組織の一員として② ・学校組
・閉講式 ・閉講式

・授業の反省と評価２月

・初任者研修を終えるに当３月
たって

資料③
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（様式はＡ４判縦）
令和７年度初任者研修

校 内 全 体 計 画 書（小学校メンター方式：記入例）
○○○立Ｂ小学校

※１名ずつ作成してもよい。（小学校２人配置校の例）

統括指導教員 教諭 田中◇◇
渡辺○○（５年１組） 講

校内指導教員 教諭 高橋▲▲
研修教員

非常勤講師 鈴木後補充非常勤講師 ●●山本△△（３年２組） 大

目的及び方針１ 研修

、 。新任教員に対して ……………………………………………………………………………することを目的とする
そのために、次のような方針を設ける。
(1) 略
(2) 略
(3) 略 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

２ 研修推進組織
（省 略）

３ 校内指導分担と主な内容（一部省略）
※必要に応じて枠を増やして記載する。

研 修 の 主 な 内 容担 当 者

校 長 □□□□ ・全体指導 ・学校の教育目標と経営の重点 ・教師としての基本姿勢等

教 頭 □□□□ ・勤務内容と服務 ・研修計画 ・校内組織の在り方 ・学校評価の実際

教務主任 佐藤□□ ・教育課程について ・学校行事の指導の実際

研究主任 高橋▲▲ ・年間研究計画 ・授業参観と実施 ・学習指導案の書き方

生徒指導主事 □□□□ ・児童理解と生徒指導 ・家庭、地域、関係機関との連携 ・事例研究
・教育相談の進め方

学年主任 ５年 □□□□ ・学年経営、学級経営について ・学級ＰＴＡの運営 ・学年学級の事務処理（ ）
３年 □□□□ ・通知表の作成 ・教室環境整備の進め方（ ）

総合的な学習の □□□□ ・総合的な学習の時間の目標と意義 ・各教科との関連
時間主任 ・探究的な学習の過程の充実に向けて

道徳主任 □□□□ ・道徳教育の目標と意義 ・道徳科の授業の内容と方法
（ ）道徳教育推進教師

特別活動主任 □□□□ ・特別活動指導の要点 ・各教科等との関連 ・学級活動の進め方

特別支援教育 □□□□ ・特別な支援を要する児童への対応
コーディネーター

保健主事 □□□□ ・学校教育と健康、安全

養護教諭 □□□□ ・児童の健康管理 ・保健室の利用の仕方

統括指導教員 田中◇◇ ・初任者研修全般の指導、助言 ・他校との連絡、調整

校内指導教員 高橋▲▲ ・研修計画の立案 ・研修日程の調整 ・指導計画の作成 ・指導資料、記録の作成

鈴木●● ・研修教員の校外研修に伴う後補充後補充非常勤講師

要件を満たした講師等経験者は「講」、教職大学院修了者は「大」を記載する。

校内指導教員が中心となって連絡調整を行い、全教職員が教科等指
導、生徒指導、学級経営等必要な研修分野を分担して指導に当たる。
資料③「校内研修（例）」（ｐ３）「実施の手引」（ｐ17）の「年

間研修項目（例）」の研修項目を参考にし、具体的に分担を検討する。

資料④-１
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資料④-１

４ 時間割
【Ｂ小（初任者２人配置校）の例】

研修教員 渡辺○○ ５年１組 校内指導教員 高橋▲▲
月 火 研修 水 木 金 研修 月 火 水 木 金

指導者 指導者
国 道 国 外 図 ６－２ ６－２ ６－１ 研修

１ １
校内指導

鈴木 佐藤 算ＴＴ 家ＴＴ 算ＴＴ 指導〈 〉 〈 〉 教員等

家 外 理 算 算 ３－２ ６－２ 研修
２ ２

校内指導

鈴木 佐藤 後補充 算ＴＴ 指導〈 〉 〈 〉 教員等

家 理 体 国 音 ６－１ ３－２ ６－１ 研修
３ ３

鈴木 算ＴＴ 後補充 算ＴＴ 指導〈 〉
社 算 ☆ 算 体 国 ３－２ ６－２ ６－１ 研修

４ ４
佐藤 鈴木 後補充 算ＴＴ 家ＴＴ 指導〈 〉 〈 〉

算 国 社 理 総 ６－１ ５－１
５ 統括 ５

高橋 鈴木 書ＴＴ 後補充〈 〉 〈 〉
学活 体 総 委員会 ５－１ ６－２ 委員会

６ 統括 ６
高橋 クラブ 後補充 書ＴＴ クラブ〈 〉

放放

☆は統括指導教員及び、校内指導教員以外が指導を行う。 ※後補充を誰が行うのか分かるように記載

研修教員 山本△△ ３年２組
月 火 研修 水 木 金 研修

指導者 指導者
国 国 算 国 外

１
〈 〉鈴木

社 算 社 図 算
２ 統括

〈 〉 〈 〉高橋 鈴木
校内指導

３
体 理 国 国 国統括

教員等〈 〉 〈 〉 〈 〉高橋 鈴木 佐藤
校内指導

４
理 音 ☆ 体 算 理

教員等〈 〉 〈 〉 〈 〉高橋 鈴木 佐藤
算 道 国 体 総

５
〈 〉鈴木

学活 図 総 委員会
６

クラブ
放

統括指導教員 田中◇◇
月 火 水 木 金
Ａ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｄ小
Ａ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｄ小

１
準備 準備 準備 準備
Ａ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｄ小

２
準備 指導 準備 指導
Ａ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｄ小

３
指導 指導 指導 指導
Ａ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｄ小

４
指導 (準備) 指導 準備
Ａ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｄ小

５
整理 指導 整理 指導
Ａ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｄ小

６
整理 指導 整理 指導

放 Ｂ小 Ｂ小 Ｄ小 Ｄ小
課 準備 整理 準備 整理
後 ※加配校は、統括指導教員が勤務する全ての学校の時間割が分

かるように記載する。加配校以外の学校は、自校の統括指導Ｂ小、Ｄ小・・・２人配置
教員の時間割を記載するだけでよいこととする。Ａ小、Ｃ小・・・１人配置 の例

※研修教員、統括指導教員、校内指導教員の時間割を記
載する。また、研修教員が研修で学級を空ける際の後
補充の体制が分かるように記載する。

＜後補充の例＞

水曜日に研修で一日学級を空ける場合は、研

修教員の学級では非常勤講師が後補充を行うこ

とを示している。

また、研修教員２人が、同じ日に校外研修に

参加する場合は、校内の教員で後補充を行う。

＜研修の例＞

指導教員の指導や授業研究指導の他、指導教

員とともにメンターチームの教員の学級の授業

を参観し、その後協議する研修も考えられる。

＜統括指導教員の時間割について＞
・統括指導教員は、研修教員１名に対して１日当たり１～３
時間程度指導する。

・他校で準備や整理を行うことができる。
・統括指導教員の時間割例の水曜日に関しては、４校をロー
テーションで勤務することも考えられる。その際には、給
食の手配などに配慮する。

・統括指導教員が５校以上の学校に勤務する場合は、統括指
導教員が２週間に１度しか勤務しない学校が生じることも
考えられる。

・勤務日については研修教員の講師経験の有無や実態に応じ
て、柔軟に対応することができるように、加配校の校長が
それぞれの勤務校と連絡を密に取り合い、決定するように
する。 （「Ｑ＆Ａ」 ｐ８ Ｑ17参照）

〈後補充〉
教務主任 佐藤□□
研究主任（校内指導教員）高橋▲▲
後補充非常勤講師 鈴木●●

＜研修の例＞
・研修教員２名に同時に指導する研修は、火曜日４校時に行う。 時間割の は、校内研修の時間

時間割は、計画書作成時のものを記載する。

４
校
を
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
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資料④-１

【Ｅ小（初任者１人配置校）の例】

研修教員 ○○○○ ５年１組 校内指導教員 高橋▲▲
月 火 研修 水 木 金 研修 月 火 水 木 金

指導者 指導者
国 算 国 国 国 ６－２ ６－２ ６－１

１ １
鈴木 算ＴＴ 家ＴＴ 算ＴＴ〈 〉

算 国 算 算 音 ６－２ ５－１
２ 統括 ２

鈴木 高橋 算ＴＴ 後補充〈 〉 〈 〉
体 社 社 図 国 ６－１ ６－２ ６－１ ５－１

３ 統括 ３
鈴木 高橋 算ＴＴ 算ＴＴ 算ＴＴ 後補充〈 〉 〈 〉

社 国 体 図 算 ６－１ ６－２ ６－１
４ ４

鈴木 算ＴＴ 算ＴＴ 算ＴＴ〈 〉
理 理 国 国 総 ６－１ 研修 ６－１ ６－２

５ ５
校内指導

佐藤 鈴木 書ＴＴ 指導 家ＴＴ 算ＴＴ〈 〉 〈 〉教員等

学活 体 総 委員会 研修 ６－２ 委員会
６ ６

校内指導

佐藤 クラブ 指導 書ＴＴ クラブ〈 〉 教員等

放 放
課 課
後 後

※後補充を誰が行うのかが分かるように記載

［統括指導教員が初任者１人配置校６校（Ａ～Ｆ小学校）に勤務する場合の例］

※加配校は 統括指導教員が勤務する全ての学校の時間割が分かるように記載する 加配校以外の学校は 自、 。 、
校の統括指導教員の時間割を記載するだけでよいこととする。

統括指導教員 ◇◇◇◇
（Ａ小又はＣ小） （Ｂ小又はＣ小） （Ｄ小又はＦ小） （Ｅ小又はＦ小）月 火 木 金

水
Ａ小 Ｃ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｄ小 Ｆ小 Ｅ小 Ｆ小
Ａ小 Ｃ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｄ小 Ｅ小 Ｅ小 Ｄ小１
準備 準備 準備 準備 準備 準備 準備 整理

ＤＥＦ小２
Ａ小 Ｃ小 Ｂ小 Ｃ小 Ａ小 Ｆ小 Ｅ小
準備 指導 準備 指導 整理 準備 指導 準備
Ａ小 Ｃ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｂ小 Ｆ小 Ｅ小 Ｆ小３
指導 指導 指導 整理 整理 指導 指導 準備
Ａ小 Ｃ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｄ小 Ｆ小 Ｅ小 Ｆ小

４
指導 整理 整理 指導 準備 整理 整理 指導
Ａ小 Ｅ小 Ｂ小 Ｃ小 Ｄ小 Ｄ小 Ｆ小５ ＡＢＣ小
整理 整理 指導 整理 指導 準備 整理 指導
Ｅ小 Ｆ小 Ｂ小 Ａ小 Ｄ小 Ｆ小 Ｄ小 Ｆ小６
整理 整理 整理 整理 指導 指導 整理 整理

ＤＥＦ小 ＤＥＦ小 ＡＢＣ小 ＡＢＣ小 ＡＢＣ小 ＡＢＣ小 ＤＥＦ小 ＤＥＦ小放
課

準備 準備 準備 準備 準備 準備 準備 準備後
・

６
校
を
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

月、火曜日は、Ａ、Ｂ、Ｃ小学校の
３校をローテーションして勤務する。

木、金曜日は、Ｄ、Ｅ、Ｆ小学校の
３校をローテーションして勤務する。

・校外研修が入ることの多い水曜日に関しては、６校をローテーションで勤務することが考えられる。その
際、給食の手配などに配慮する。

・勤務日についても研修教員の講師経験の有無や実態に応じて、柔軟に対応することができるように、加配
校の校長がそれぞれの勤務校と連絡を密に取り合い、決定するようにする。

〈後補充〉
教務主任 佐藤□□
研究主任（校内指導教員）高橋▲▲
後補充非常勤講師 鈴木●●

＜研修の例＞
・校内指導教員等による研修を火曜日、統括指導教員による
研修を金曜日に行う。

時間割の は、校内研修の時間

＜後補充の例＞

水曜日に研修で一日学級を空ける場合は、研修教員の学

級では非常勤講師が後補充を行うことを示している。

＜研修の例＞

指導教員の指導や授業研究指導の他、指導教員とともに

メンターチームの教員の学級の授業を参観し、その後協議

する研修も考えられる。

Ｅ小学校が加
配校の場合、Ａ
小、Ｂ小、Ｃ小、
Ｄ小での時間割
も分かるように
記載する。
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５ 講師等経験者の研修時間の精査内容
※該当者のみ記載

研修教員 研修時間 精査した領域の時間

○○○○ 100 （例）②マネジメント能力（10時間） ④教科等指導力（10時間）

＜時間割の作成に当たって＞
・校内研修日数は、週２日程度とする。
・統括指導教員は、研修教員１名に対して１日当たり１～３時間程度指導する。
・校内指導教員等が指導に当たる日は１日当たり１～２時間程度とする。
・校内指導教員は、メンターチーム及び他の教員と連携し、校外研修及び統括指導教員研修以外の日に指
導する。

・研修時間はあらかじめ週時程に組み入れるものとするが、メンターチーム等複数の教職員が研修に関わ
る場合等は放課後に行うなどの配慮も必要である。

・２人の研修教員に同じ時間に校内研修を実施する場合は、時間割上の配慮・工夫が必要である。
・研修教員が校外研修、校内研修のため学級を空ける時間は、自習にならないよう、後補充の教員が授業
を進める。

①基礎的素養の領域については削減することができない。

資料④-１
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（様式はＡ４判縦）
令和７年度初任者研修

校 内 全 体 計 画 書（中学校メンター方式：記入例）
○○○立○○中学校

（中学校１人配置校の例）

統括指導教員（理科） 教諭 田中◇◇

●●●●（国語：１年２組） 校内指導教員 (英語） 教諭 高橋▲▲研修教員 講

教科指導員（国語） 教諭 伊藤◆◆

１ 研修目的及び方針
新任教員に対して、…………………………………………………………………………することを目的とする。
そのために、次のような方針を設ける。
(1) 略
(2) 略
(3) 略 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

２ 研修推進組織
（省 略）

３ 校内指導分担と主な内容（一部省略）
※必要に応じて枠を増やして記載する。

研 修 の 主 な 内 容担 当 者

校 長 □□□□ ・全体指導 ・学校の教育目標と経営の重点 ・教師としての基本姿勢等

教 頭 □□□□ ・勤務内容と服務 ・研修計画 ・校内組織の在り方 ・学校評価の実際

教務主任 □□□□ ・教育課程について ・学校行事の指導の実際

研究主任 □□□□ ・年間研究計画 ・授業参観と実施 ・学習指導案の書き方

生徒指導主事 □□□□ ・生徒理解と生徒指導 ・家庭、地域、関係機関との連携 ・事例研究
・教育相談の進め方

学年主任 １年 □□□□ ・学年経営、学級経営について ・学級ＰＴＡの運営 ・学年学級の事務処理（ ）
・通知表の作成 ・教室環境整備の進め方

２年１組担任 □□□□ ・授業参観の実施 ・学級経営について ・教室環境整備の進め方
・教科指導の基礎技術（ ）中堅研対象教員

道徳主任 □□□□ ・道徳教育の目標と意義 ・道徳科の授業の内容と方法
（ ）道徳教育推進教師

特別活動主任 □□□□ ・特別活動指導の要点 ・各教科等との関連 ・学級活動の進め方

特別支援教育 □□□□ ・特別な支援を要する生徒への対応
コーディネーター

養護教諭 □□□□ ・生徒の健康管理 ・保健室の利用の仕方

統括指導教員 田中◇◇ ・初任者研修全般の指導・助言 ・他校との連絡・調整

校内指導教員 高橋▲▲ ・研修計画の立案 ・研修日程の調整 ・指導計画の作成 ・指導資料、記録の作成

教科指導員 伊藤◆◆ ・教科指導の基礎技術 ・年間指導計画、単元（題材）指導計画の作成
・教材、教具の活用

校内指導教員が中心となって連絡調整を行い、全教職員が教科等指
導、生徒指導、学級経営等必要な研修分野を分担して指導に当たる。
資料③「校内研修（例）」（ｐ３）「実施の手引」（ｐ17）の「年

間研修項目（例）」の研修項目を参考にし、具体的に分担を検討する

要件を満たした講師等経験者は「講」、教職大学院修了者は「大」を記載する。

。

資料④-2
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資料④-2

４ 時間割
【○中（初任者１人配置校）の例】

研修教員 ●●●●（国語） １年２組 教科指導員（国語） 伊藤◆◆
月 研修 火 水 木 金 研修 月 火 水 木 金

指導者 指導者
１１ １２ １２ ３１

１ １
国語 道徳 国語 国語
12国語 統括 １２ １１ 12国語 教科指 ３１ ３２ ３１ 指導

２ ２
研修 国語 国語 研修 導員 国語 国語 国語
研修 統括 研修 教科指 ３２ ３４ ３４ ３２ 指導

３ ３
導員 国語 国語 国語 国語

研修 ※ １３ 研修 ※ ３３
４ ４

国語 国語
１３ １３ １１ ３３ ３２ ３４ ３年

５ ５
国語 国語 国語 国語 学活 国語 総合
１２ １１ １年 １３ ３２ ３３ ３年

６ ６
学活 国語 総合 国語 道徳 国語 総合

放 放
※は統括指導教員以外が指導を行う。

校内指導教員 高橋▲▲
月 火 水 木 金
１２ １３ １３ １１

１
英語 英語 英語 英語
１１ １１ １２ １２

２
英語 英語 英語 英語

３

指導 １３ １１ １４ 指導
４

英語 英語 英語
１４ １２ １４

５
英語 英語 英語

１３ １年 １４
６

英語 総合 英語
放
課
後

※研修教員、統括指導教員、校内指導教員、
教科指導員の時間割を記載する。

時間割の は、校内研修の時間

時間割は、計画書作成時のものを記載する。

＜時間割の作成に当たって＞
・校内研修日数は、週２日程度とする。
・統括指導教員は、研修教員１名に対して１日当たり１～
３時間程度指導する。

・校内指導教員等が指導に当たる日は１日当たり１～２時
間程度とする。

、 、・校内指導教員は メンターチーム及び他の教員と連携し
校外研修及び統括指導教員研修以外の日に指導する。

・研修時間はあらかじめ週時程に組み入れるものとするが
メンターチーム等複数の教職員が研修に関わる場合等は
放課後に行うなどの配慮も必要である。

・水曜日は校外研修が計画されているため、授業を入れな
いようにするなどの配慮が必要である。

＜研修の例＞
統括指導教員による研修を月曜日、校内指導教員等による

研修を金曜日に行う。
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資料④-2

統括指導教員（ 再短者）が初任者１人配置校３校（○▼□中学校）に勤務する場合の例＊

〈週５日勤務の場合〉

※弾力的運用例
〈週４日勤務の場合〉

〈週３日勤務の場合〉

・加配校は、統括指導教員が勤務する全ての学校の
時間割が分かるように記載する。加配校以外の学
校は、自校の統括指導教員の時間割を記載するだ
けでよいこととする。

統括指導教員 田中◇◇
月 火 水 木 金
○中 ▼中 ○中 ▼中 □中 □中 ○中 ▼中 □中
○中 ▼中 ▼中 ▼中 ▼中 □中 ○中 ▼中 □中１
準備 準備 整理 整理 整理 指導 指導 指導 指導
○中 ▼中 中 中 中 □中 ○中 ▼中 □中

２
○▼□ ○▼□ ○▼□

指導 準備 準備 準備 準備 指導 準備 準備 準備
○中 ▼中 中 中 中 □中 ○中 ▼中 □中３ ○▼□ ○▼□ ○▼□
指導 指導 準備 準備 準備 整理 指導 指導 指導
○中 ▼中 □中 □中 □中 中 ○中 ▼中 □中

４
○▼□

整理 指導 準備 準備 準備 準備 整理 整理 整理

５

６

放
課
後
・

水、金曜日は、３校をロー
テーションして勤務する。

統括指導教員 田中◇◇
月 火 水 木 金
○中 ▼中 □中 ○中 ▼中 □中

１

○中 ▼中 □中 ○中 ▼中 □中２
指導 準備 準備 準備 準備 準備
○中 ▼中 □中 ○中 ▼中 □中３
指導 指導 準備 準備 指導 指導
○中 ▼中 □中 ○中 ▼中 □中

４
整理 整理 指導 指導 指導 指導
○中 ▼中 □中 ○中 ▼中 □中５
整理 指導 指導 指導 整理 整理
▼中 ▼中 □中 ○中 ▼中 ○中

６
準備 整理 整理 整理 整理 準備

放
課
後
・

金曜日は、３校をローテー
ションして勤務する。

統括指導教員 田中◇◇
月 火 水 木 金
○中 ▼中 □中
○中 ▼中 □中１
準備 準備 準備
○中 ▼中 □中

２
指導 指導 準備
○中 ▼中 □中３
指導 指導 指導
○中 ▼中 □中

４
整理 整理 整理
○中 ▼中 □中５
整理 整理 指導
○中 □中 □中

６
整理 準備 整理

▼中 ○中放

準備 準備
課
後

＜統括指導教員の時間割について＞
・統括指導教員は、研修教員１名に対して１日当た
り１～３時間程度指導する。

・他校で準備や整理を行うことができる。
・統括指導教員は曜日によってローテーションで勤
務することも考えられる。その際には、給食の手
配などに配慮する。

・統括指導教員が５校以上の学校に勤務する場合は
統括指導教員が２週間に１度しか勤務しない学校
が生じることも考えられる。

・勤務日については研修教員の講師経験の有無や実
態に応じて、柔軟に対応することができるよう、
加配校の校長がそれぞれの勤務校と連絡を密に取
り合い、勤務日を決定するようにする。

（「Ｑ＆Ａ」 ｐ８ Ｑ17参照）

*再短者
・暫定再任用短時
間勤務者及び定
年前再任用短時

。間勤務者のこと
・原則として週５
日、週20時間勤
務とするが、週
の勤務日数につ
いては弾力的な
運用を認める。

（ 「実施の手引」
ｐ２脚注＊４）

月～金の午前中４時間勤務とする
が、３校のローテーションとなるこ
とから、校外研修が計画されている
ことが多い水曜日は、整理・準備を
行うようにしている。
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（様式はＡ４判縦）

５ 講師等経験者の研修時間の精査内容
※該当者のみ記載

研修教員 研修時間 精査した領域の時間

○○○○ 100 （例）②マネジメント能力（10時間） ④教科等指導力（10時間）

①基礎的素養の領域については削減することができない。

資料④-2
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資料⑤   令和７年度初任者研修 校内年間指導計画書作成上の留意点【メンター方式】 

➍「研修方法・形態」 

（実施の手引 p25） 

・「講話・講義」「示範指導」「授

業研究指導」「一般指導」「協議」

の中から適切なものを記載する。 

・「示範指導」「授業研究指導」を

充実させる。 

・校内研修をオンラインで行う場

合は、（オンライン）と付記する。 

➎「領域ごとの研修時間数」 

年間累計で 

小学校 （①＋②＋③）：④ ≒ １：１ 

中学校 （①＋②＋③）：④ ≒ １：２ 

※要件を満たした講師等経験者はこの

限りではない。 

 

➐「研修時間合計」 

・総時数：120 時間程度。 

・教職大学院修了者は 70 時間程度。 

・要件を満たした講師等経験者は 90 時

間程度まで精査可。 

 

➏統括指導教員が指導に当たる時

間は総時数の５割程度。 

 

➌「主な研修指導者」 

・「統括指導教員」「校内指導教員」

と入力すると下の集計表のそれ

ぞれの欄に反映される。それ以外

を入力すると「主としてその他の

教員が行う研修時間計」に反映さ

れる。 

・「統括指導教員」又は「校内指導

教員」と、それ以外の教員を併記

した場合は、「統括指導教員」又

は「校内指導教員」の集計表のそ

れぞれの欄に反映される。 

・研修指導者が複数の場合は、主と

なる指導者を記載する。 

・「統括指導教員」が同席の場合は

＊を付ける（同席のみの場合は統

括指導教員の研修時間にカウン

トしない）。 

※「統括指導教員」と「校内指導教

員」は併記しないこと。 

➑「校内指導報告書」は、「校内年間指導計画書」の表題を「校内指導報告

書」と書き換えて実績に合わせ修正したものを提出。 

「校内指導報告書」においては、「統括指導教員勤務状況整理簿」の記載

内容との整合を図る。 

 

➋「時間割内・放課後の区別」及び

「研修時間」 

・長期休業中又は休校中に校内研修 

を行った場合は「放」にカウント

する。 

・空欄には「0」を入力する（セルの

色が青→白になる）。 

・研修時間の欄は自動計算される

ため、直接入力はしないこと。 

➊「実施月日」 

・月日を入力すると曜日が自動的に

表示される（１月以降は 2026/1/7 

のように入力する）。 

・12/3(水)のように、１日の研修が

２行に渡る場合も、セルを結合せ

ずにそれぞれに入力する。 

➊ 
➋ 

➌ 

➍ 

➑ 

➐ ➏ ➎ 

➑ 

➋ 
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令和７年度初任者研修における関係書類の提出について

関係書類は次のとおり提出してください。なお、指導計画書・報告書関係書類等については、電子ファイルも

併せて送信してください。

関係書類 留意点
南教育事務所・出張所への

提出期限【予定】

６月中旬 ・校内全体計画書

・校内年間指導計画書

・市町村教育委員会年間研修計画書（各市町村

教育委員会が作成する）

10月下旬 ・校内指導報告書（４月～９月）

・統括指導教員勤務状況整理簿（４月～９月）

・統括指導教員（再短者）勤務状況整理簿

（４月～９月）

（加配校のみ)

・ 研修に関わった教職員の出勤簿のコピー ＊研修教員及び研修に関わった教職員*

（４月～９月） 研修教員、統括指導教員、校内指導

教員、（教科指導員）

※（ ）は中学校

２月上旬 ・初任者研修に係る調査 ・対象：校長、統括指導教員、校内指

導教員、研修教員

３月中旬 ・校内指導報告書（10月～３月） ・３月末日まで見込みで記入する。

・統括指導教員勤務状況整理簿（10月～３月）

・統括指導教員（再短者）勤務状況整理簿

（10月～３月）

（加配校のみ)

・ 研修に関わった教職員の出勤簿のコピー ＊研修教員及び研修に関わった教職員*

（10月～３月提出日まで押印したもの） 研修教員、統括指導教員、校内指導

・市町村教育委員会研修報告書（各市町村教育 教員、（教科指導員）

委員会が作成する） ※（ ）は中学校

当月20日 ・会計年度任用職員勤務状況報告書 ・前月11日から月末まで、及び当月１

・初任者研修に係る非常勤講師勤務状況整理簿 日から10日までについて作成する。

※「秋田県公立小中学校事務の手引き」に従っ ・当月20日が土曜日または日曜日・休

て作成してください。 日に当たるときは、その日以前の平

※各実施校においては、諸帳簿類を整備し、一 日までに提出する。

括して保管してください。 ・３月分の月例の諸帳簿は研修が終了

※本計画には、会計年度任用職員の「派遣職員 次第、速やかに提出する。

派遣申請書」「人事異動通知書」等は示して ・２月で研修が終了する実施校は、３

おりません。 月分の提出は不要とする。

【提出の必要がない書類】 ・提出した関係書類と、その根拠とな

・指導記録等（実施校の様式で作成し、実施校で保管する） る校内研修に係る諸資料及び指導記

録等（実施校の様式）は５年間保管

する。

「実施の手引」ｐ37に基づいて計画しています。

所管の教育事務所・出張所へ提出する期限の目安を示しています。各学校は、各市町村教育委員会が

定める提出期限までに各市町村教育委員会へ提出してください。

資料⑥
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指

導
に

要
し
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 今
月

ま
で

の
指

導
に

要
し

た
時

間
累

計
数

休 校 （ 感 染 症 等 ）

２ 時 間 年 次

午 後 年 次

 

校 外 研 修 日 （ セ ）

海 の 日

夏 季 休 業

授
業

日
を

月
曜

～
金

曜
ま

で
と

し
て

作
成

し
て

い
ま

す
が

、
土

日
が

授
業

日
の

場
合

な
ど

は
、

日
付

と
曜

日
を

修
正

し
て

、
休

業
日

の
ス

ペ
ー

ス
に

御
記

入
く
だ

さ
い

。

こ
の

場
合

、
勤

務
時

間
は

７
時

間

で
あ

り
、

校
内

研
修

は
４

、
５

、
６

校

時
の

３
時

間
行

っ
て

い
ま

す
。

統
括

指
導

教
員

以
外

の
方

が
行

う
校

内

研
修

に
「
同

席
」し

た
場

合
は

、
＊

（ア
ス

タ

リ
ス

ク
）
を

付
け

て
く
だ

さ
い

。

＊
（
ア

ス
タ

リ
ス

ク
）は

、
校

内
指

導
報

告

書
に

も
付

け
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

４
月

の
シ

ー
ト

に
学

校
名

、
統

括
指

導
教

員
氏

名
を

手
入

力
す

る
と

、
各

月
の

シ
ー

ト
に

反
映

さ
れ

ま
す

。

各
月

の
勤

務
時

間
合

計
数

、
そ

れ
ま

で
の

勤
務

時
間

累

計
数

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

各
月

の
一

列
目

の
日

付
を

入
力

す
る

と
６

週
目

ま
で

日
に

ち
が

変

更
さ

れ
ま

す
。

必
要

に
応

じ
て

変
更

し
て

く
だ

さ
い

。
４

週
し

か
必

要

な
い

場
合

は
、

１
週

分
の

行
を

非
表

示
に

し
て

く
だ

さ
い

。

資料⑦

長
期

休
業

期
間

中
に

研
修

を
行

う
場

合
は

、
「
放

課
後

」

と
表

記
し

、
報

告
書

も
「
放

課
後

」に
カ

ウ
ン

ト
し

ま
す

。

休
校

と
な

っ
た

場
合

に
研

修
を

実
施

し
た

場
合

は
、

長
期

休
業

中
と

同
様

に
放

課
後

と
記

載
し

ま
す

。
備

考
欄

に
は

「
休

校
（
感

染
症

等
）
な

ど
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
時

間
割

に
沿

っ
た

教
育

活
動
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行
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れ
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い
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場

合

は
、

通
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通
り
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。
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《
再
短
者
の
場
合
の
留
意
事
項
》

・
勤
務
時
間
は
、
週
2
0時
間
以
内
と
な
る

よ
う
に
し
ま
す
。

・
勤
務
の
な
い
平
日
は
休
業
日
と
同
様
に

斜
線
を
引
き
ま
す
。

・
勤
務
日
の
中
で
、
勤
務
時
間
外
の
部
分

に
つ
い
て
は
空
欄
に
し
ま
す
。



初任者研修におけるＯＪＴを活用した校内研修について

秋田県教育庁義務教育課

１ これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について

「教員は学校で育つ」ものであり、教員の資質能力を向上させるためには、経験年数や職

能、専門教科ごとに行われる校外研修の体系的な実施とともに、学校内において同僚の教員

とともに支え合いながらＯＪＴを通じて日常的に学び合う校内研修及び園内研修の充実や、

個々の教員が自ら課題を持って自律的、主体的に行う研修に対する支援のための方策を講じ

ることが必要である。

「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」 ～学び合い、高め合う教員

育成コミュニティの構築に向けて～（平成２７年１０月 中央教育審議会答申より）

２ ＯＪＴとは

ＯＪＴとは、On the Job Training の略です。

学校の現場を想定すれば、業務を通して管理職や先輩教員が後輩教員に対して、あるいは、教

員同士が協働して、職務に必要な能力を育成していく過程のことになります。

３ ＯＪＴの意義
　・一人一人の教員の能力に応じた具体的な指導が可能となります。

・初任者にとっては、実際の業務にすぐに生かせる内容を学ぶことが可能となります。

・管理職や先輩教員にとっては、業務を遂行する中で、初任者への研修を行うことができます。

・ＯＪＴを受ける側と行う側の双方の自己研鑽につながります。

・育成される側がいずれ育成する側になり、育成機能の連続性が校内に確立されることになりま

す。

・実施状況に応じ、ＯＪＴの方法について適宜改善することが可能です。
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４ ＯＪＴの活用例

(1) 会議を活用する

・研修例 「教育目標と学校経営」

年度初めの職員会議後に、会議の内容で十分に理解できなかったところなどがないか

を研修教員に確認し、補足の説明、解説等をする。

(2) 校内研修を活用する

・研修例 「電子黒板等教育機器の活用」

校内の電子黒板等教育機器に係る研修への参加を初任者研修として計画し、実施する。

研修後、研修担当教員等が個別に解説等をする。

(3) 校内授業研究会を活用する

・研修例 「教材づくりの実際」

校内授業研究会に向けた教材の準備、指導案検討会、協議会への参加を初任者研修として

計画し、実施する。

(4) 学校行事を活用する

・研修例 「安全指導の実際」

避難訓練の打合せの後に、訓練の目的と担当する役割等について理解させた上で、避

難訓練に参加させる。※交通安全教室、ＰＴＡ、宿泊学習、職場体験等

(5) 書類等を実際に作成する過程で指導・助言を行う

・研修例 「指導要録の作成の仕方」

指導要録の法的位置付けや目的、取扱い等についての注意点を説明した上で、実際の

作成例を示し、作成させる。※通知表の所見欄の記入、学級通信、指導案の書き方等

５ 実施にあたってのポイント

・意図的、計画的、継続的に進めることが大切です。

・総合教育センター等で行われる校外研修と関連付けながら実施することで、効果が高まります。

・成果と課題を検証し、改善を次に生かすことが、校内における育成機能の連続性につながりま

す。
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令和７年度秋田県公立小・中学校及び義務教育学校 

実践的指導力習得研修 実施要項 

 

秋田県教育委員会 

１ 目 的 

実践的指導力習得研修は、初任者研修を受講した教員に対し、「秋田県教職キャリア指

標」及び「秋田県教職員研修体系」に基づき、実践的指導力や使命感を養うとともに、

個々の教員が豊かな識見を身に付け、主体的に自らの力量を高めることを目的とする。 

 

２ 対 象 

本研修の対象となる教員（以下「研修教員」という。）は、次のとおりとする。 

(1) 秋田県公立学校の教諭に採用され、令和５年度又は令和６年度に初任者研修を修了 

した者＊1。 

(2) 前年度までの本研修の該当者で、実践的指導力習得研修を修了していない者。 

 

３ 内 容 

研修教員には、次の研修を受けさせるものとする。 

 校内研修 校外研修 

実践的指導力 

習得研修１年目 

（採用２年目） 

年間 15時間程度＊2 
２日間 

（総合教育センターで実施） 

実践的指導力 

習得研修２年目 

（採用３年目） 

年間 15時間程度＊2 

 

 

 

 

４ 研修計画 

県教育委員会は、年間研修計画を作成する。 

 

５ 研修体制 

(1) 実施する学校においては、担当教員を置き、担当教員を中心とする校内研修体制を 

構築する。 

(2) 校長及び副校長・教頭は、研修教員の研修実施に当たり、適切な指導及び助言を行 

うとともに、授業等に支障が生じないよう配慮する。 

(3) 担当教員等は、校長の指導の下に、研修教員に対する指導及び助言を行う。 

 

*1 秋田市教育委員会は所管する学校の当該教員を対象として研修を実施する。 

*2 教職大学院修了者は、年間 10時間程度とする。 
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(4) 担当教員は、校長、副校長・教頭及び担当教員以外の教員による研修教員に対する

指導及び助言の状況を把握するとともに、系統的・組織的な研修が行われるよう、研

修教員の研修をコーディネートする。 

 

６ 「校内年間研修実施計画書」の作成及び「校内年間研修実施報告書」の提出 

(1) 校長は、県教育委員会が作成した年間研修計画に基づき、当該学校における「校内

年間研修実施計画書」を作成するとともに、「校内年間研修実施報告書」を、所管する

市町村教育委員会に提出するものとする。 

(2) 市町村教育委員会は、各校から提出された「校内年間研修実施報告書」を取りまと

め、県教育委員会に提出するものとする。 


